
認知症対応型共同生活介護サービスの利用料（2024.4～） 

 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払

いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割（一定以上の所得のある方は 2

割）の額です。 

（１）認知症対応型共同生活介護の利用料 

【基本部分】 

利用者の 

要介護度 

施設サービス費（１日あたり） 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金 ※（注２）参照 

１割 ２割 

要介護１ ７，５３０円   ７５３円 １，５０６円 

要介護２ ７，８８０円   ７８８円 １，５７６円 

要介護３ ８，１２０円   ８１２円 １，６２４円 

要介護４ ８，２８０円   ８２８円 １，６５６円 

要介護５ ８，４５０円   ８４５円 １，６９０円 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利

用料を書面でお知らせします。 

 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

 （※）上段は１割負担額。下段は２割負担額。 

加算の種類 加算の要件 
加算額※ 

基本利用料 利用者負担金 

科学的介護推進体制

加算 

利用者の基本的な情報を厚生労働省に提出
し、必要に応じて介護計画を見直すなどし
た場合（１月につき） 

４００円 
４０円 

８０円 

入院期間中の体制 
病院等への入院を要した場合 
１月に６日を限度として 

 ２,４６０円  
２４６円 

４９２円 

初期加算 
入居後３０日に限り（１日につき） 
３０日を超える入院後再び入居した場合 

  ３００円  
３０円 

６０円 

若年性認知症 

利用者受入加算 

若年性認知症利用者にサービス提供した場
合（１日につき） 

１,２００円  
１２０円 

２４０円 

医療連携体制加算 

Ⅰ(ﾊ) 

看護師を1名配置し、日常的な健康管理と医
療機関との連携体制を整備している場合（
１日につき） 

３７０円  
３７円 

７４円 

退居時情報提供加算 

医療機関へ退所する際に、退所先の医療機
関に対して利用者の心身の状況、生活歴等
の情報を提供した場合（1人につき1回に限
り） 

２，５００円 
２５０円 

５００円 



協力医療機関連携 

加算（Ⅰ）  協力医療機関との間で実効性のある連携体
制を構築し、情報共有のための会議を定期 
的に開催している場合 

１，０００円 
１００円 

２００円 

協力医療機関連携 

加算（Ⅱ） 
４００円 

４０円 

８０円 

認知症チームケア 

推進加算（Ⅰ） 
重度の認知症の利用者が半数以上おり、認
知症介護に係る研修等を終了した者を 
1名以上含む複数人の介護職員で構成され
たチームによるケアを提供している場合 

１，５００円 
１５０円 

３００円 

認知症チームケア 

推進加算（Ⅱ） 
１，２００円 

１２０円 

２４０円 

高齢者施設等感染 

対策向上加算（Ⅰ） 

協力医療機関等との間で新興感染症以外の
一般的な感染症の発生時等の対応を取り 
決めるとともに、感染症の発生時等に協力
医療機関等と連携し、適切な対応を行った 
場合 

１００円 
１０円 

２０円 

高齢者施設等感染 

対策向上加算（Ⅱ） 
５０円 

５円 

１０円 

新興感染症等施設 

療養費  

厚生労働大臣が定める感染症に感染した利
用者に対し、適切な感染対策や医療機関と 
の連携を行った上で介護サービスを提供し
た場合（1月に1回、連続する5日を限度） 

２，４００円 
２４０円 

４８０円 

生産性向上推進体制

加算（Ⅰ） 

介護ロボットやICT等のテクノロジーを導
入し、生産性向上ガイドラインに基づいた
業務改善を継続的に行うとともに、業務改
善の取り組みによる効果を示すデータを提
出した場合 

１，０００円 
１００円 

２００円 

生産性向上推進体制

加算（Ⅱ） 
１００円 

１０円 

２０円 

退所時相談援助加算 退所時相談援助を行った場合 1回に限り4,000円 
４００円 

８００円 

看取り介護加算 

医師が終末期にあると判断した利用者につ
いて、医師、看護師、介護職員等が共同して
、本人又は家族等の同意を得ながら看取り
介護を行った場合（１日につき） 

死亡日以前 

31日以上45日以下 

 ７２０円 

７２円 

１４４円 

死亡日以前 

4日以上30日以下 

 １，４４０円 

１４４円 

２８８円 

死亡日の前日 

及び前々日 

６，８００円 

６８０円 

１，３６０円 

死亡日 

１２，８００円 

１，２８０円 

２，５６０円 

認知症専門ケア加算

（Ⅰ） 

重度の認知症者が半数以上おり、認知症介
護実践リーダー研修修了者を配置し、チー
ムとして専門的なケアを実施した場合（１
日につき） 

３０円 
３円 

６円 

認知症専門ケア加算

（Ⅱ） 

認知症専門ケア加算(Ⅰ)を算定し、かつ認知
症介護指導者養成研修修了者を配置し、研
修計画を実施した場合（１日につき） 

４０円 
４円 

８円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合 
（１日につき）※（注１） 
※加算（Ⅰ）（Ⅱ）のいずれか１つを算定す

    ２２０円  
２２円 

４４円 



サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 

る。 

   １８０円  
１８円 

３６円 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 
当該加算の算定要件を満たす場合 

※（注２） 
※加算Ⅰ～Ⅱのいずれか１つを算定する。 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の11.1％ 

左記額の１割 

左記額の２割 

介護職員 

処遇改善加算Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の8.1％ 

左記額の１割 

左記額の２割 

介護職員 

特定処遇改善加算Ⅰ 
当該加算の算定要件を満たす場合 

※（注２） 
※加算Ⅰ～Ⅱのいずれか１つを算定する。 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の3.1％ 

左記額の１割 

左記額の２割 

介護職員 

特定処遇改善加算Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の2.3％ 

左記額の１割 

左記額の２割 

介護職員 

ベースアップ等支援

加算 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合 
 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の2.3％  

左記額の１割 

左記額の２割 

（２）介護予防認知症対応型共同生活介護の利用料 

【基本部分】 

利用者の 

要介護度 

施設サービス費（１日あたり） 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金 ※（注２）参照 

１割 ２割 

要支援２ ７，４９０円   ７４９円 １，４９８円 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利

用料を書面でお知らせします。 

 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

 （※）上段は１割負担額。下段は２割負担額。 

加算の種類 加算の要件 
加算額※ 

基本利用料 利用者負担金 

科学的介護推進体制

加算 

利用者の基本的な情報を厚生労働省に提出
し、必要に応じて介護計画を見直すなどし
た場合（１月につき） 

４００円 
４０円 

８０円 

入院期間中の体制 
入院を要した場合 
１月に６日を限度として 

２，４６０円 
２４６円 

４９２円 

初期加算 
入居後３０日に限り（１日につき） 
３０日を超える入院後再び入居した場合 

３００円 
３０円 

６０円 



退居時情報提供加算 

医療機関へ退所する際に、退所先の医療機
関に対して利用者の心身の状況、生活歴等
の情報を提供した場合（1人につき1回に限
り） 

２，５００円 

２５０円 

５００円 

協力医療機関連携 

加算（Ⅰ）  協力医療機関との間で実効性のある連携体
制を構築し、情報共有のための会議を定期 
的に開催している場合 

１，０００円 
１００円 

２００円 

協力医療機関連携 

加算（Ⅱ） 
４００円 

４０円 

８０円 

認知症チームケア 

推進加算（Ⅰ） 
重度の認知症の利用者が半数以上おり、認
知症介護に係る研修等を終了した者を 
1名以上含む複数人の介護職員で構成され
たチームによるケアを提供している場合 

１，５００円 
１５０円 

３００円 

認知症チームケア 

推進加算（Ⅱ） 
１，２００円 

１２０円 

２４０円 

高齢者施設等感染 

対策向上加算（Ⅰ） 

協力医療機関等との間で新興感染症以外の
一般的な感染症の発生時等の対応を取り 
決めるとともに、感染症の発生時等に協力
医療機関等と連携し、適切な対応を行った 
場合 

１００円 
１０円 

２０円 

高齢者施設等感染 

対策向上加算（Ⅱ） 
５０円 

５円 

１０円 

新興感染症等施設 

療養費  

厚生労働大臣が定める感染症に感染した利
用者に対し、適切な感染対策や医療機関と 
の連携を行った上で介護サービスを提供し
た場合（1月に1回、連続する5日を限度） 

２，４００円 
２４０円 

４８０円 

生産性向上推進体制加

算（Ⅰ） 

介護ロボットやICT等のテクノロジーを導
入し、生産性向上ガイドラインに基づいた
業務改善を継続的に行うとともに、業務改
善の取り組みによる効果を示すデータを提
出した場合 

１，０００円 
１００円 

２００円 

生産性向上推進体制加

算（Ⅱ） 
１００円 

１０円 

２０円 

退所時相談援助加算 退所時相談援助を行った場合 1回に限り4,000円 
４００円 

８００円 

認知症専門ケア加算

（Ⅰ） 

重度の認知症者が半数以上おり、認知症介
護実践リーダー研修修了者を配置し、チー
ムとして専門的なケアを実施した場合（１
日につき） 

３０円 
３円 

６円 

認知症専門ケア加算

（Ⅱ） 

認知症専門ケア加算(Ⅰ)を算定し、かつ認知
症介護指導者研修修了者を配置し、研修計
画を実施した場合（１日につき） 

１２０円 
１２円 

２４円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
当該加算の体制・人材要件を満たす場合 
（１日につき）※（注１） 
※加算（Ⅰ）（Ⅱ）のいずれか１つを算定す
る。 

    ２２０円  
２２円 

４４円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 
   １８０円  

１８円 

３６円 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 
当該加算の算定要件を満たす場合※ 
（注２） 
※加算Ⅰ～Ⅱのいずれか１つを算定する。 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の11.1％ 

左記額の１割 

左記額の２割 

介護職員 

処遇改善加算Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の8.1％ 

左記額の１割 

左記額の２割 



介護職員 

特定処遇改善加算Ⅰ 
当該加算の算定要件を満たす場合※ 
（注２） 
※加算Ⅰ～Ⅱのいずれか１つを算定する。 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の3.1％ 

左記額の１割 

左記額の２割 

介護職員 

特定処遇改善加算Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の2.3％ 

左記額の１割 

左記額の２割 

介護職員 

ベースアップ等支援

加算 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合 
 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加算

減算)の2.3％  

左記額の１割 

左記額の２割 

 

（３）共通経費 

食材料費 １日につき１，２００円 

居住費 月額 ４７，０００円 

光熱水費 月額 ２０，０００円 

※入居期間中に入院した場合の取り扱いについても居住費、光熱水費相当額をいただきますの

でご了承ください。 

 

（４）その他の費用 

理美容代 費用の実費をいただきます。 

特別な食事 費用の実費をいただきます。 

 


